
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成15年11月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

告
　
示

◯
県
が
発
注
す
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
、
修
繕
及
び
改
造
並
び
に
県
が
行
う
物
品

（
生
産
物
及
び
差
押
え
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
売
払
い
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札
及

び
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
一
部
改
正
（
九
七
〇
・
管
財
課
）
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
号

県
が
発
注
す
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
、
修
繕
及
び
改
造
並
び
に
県
が
行
う
物
品
（
生
産

物
及
び
差
押
え
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
売
払
い
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
方
法
等
」
を
「
申
請
時
期
及
び
方
法
等
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
引
き
続
き
一
年
以
上
同
一
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
知
事
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
、
そ
の
格
付
け
を
得
て
い
る

こ
と
」
を
「
次
に
掲
げ
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
引
き
続
き
一
年
以
上
同
一
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
。

二
　
国
税
及
び
都
道
府
県
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

三
　
申
請
の
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
事
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い

う
。
）
を
受
け
、
契
約
の
種
類
及
び
金
額
に
応
じ
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
い
ず
れ
か
の
等
級
に
格

付
を
得
て
い
る
こ
と
。

（一）

直
前
の
決
算
（
以
下
「
直
前
決
算
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
自
己
資
本
金
（
法
人
に
あ
っ

て
は
資
本
金
、
任
意
積
立
金
、
利
益
金
及
び
欠
損
金
の
合
計
額
、
個
人
に
あ
っ
て
は
純
資
本

の
額
を
い
う
。
）

（二）

従
業
員
数
（
代
表
者
を
除
く
。
）

（三）

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
（
流
動
資
産
を
流
動
負
債
で
除
し
て
得
た
数
値
を
百
分
比

で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

（四）

営
業
年
数

（五）

直
前
二
年
間
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
製
造
金
額
又
は
販
売
金
額
に
つ
い
て
算
出
し
た
年

間
平
均
実
績
高
（
事
業
を
継
続
し
て
い
る
期
間
が
二
年
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
、
直
前
一
年

間
の
事
業
年
度
に
お
け
る
製
造
金
額
又
は
販
売
金
額
に
つ
い
て
算
出
し
た
実
績
額
と
す

る
。
）

（六）

障
害
者
の
雇
用
者
数

（七）

国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
の
認
証
の
取
得
状
況

（八）

印
刷
業
に
あ
っ
て
は
、
印
刷
設
備
の
保
有
状
況

第
一
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
審
査
基
準
年
の
一
月
五
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
六
年
一

月
五
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を

「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
営
業
経
歴
書
」
を
「
資
格
審
査
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
、
剰
余

金
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
欠
損
金
処
理
計
算
書
」
を
「
及
び
利
益
処
分
計
算
書
」

に
、
「
、
損
益
計
算
書
を
」
を
「
及
び
損
益
計
算
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
審
査
基
準

日
」
を
「
申
請
の
日
」
に
改
め
、
「
法
人
税
」
の
下
に
「
、
消
費
税
、
地
方
消
費
税
」
を
加
え
、

「
及
び
法
人
事
業
税
」
を
「
、
法
人
事
業
税
等
」
に
、
「
及
び
個
人
事
業
税
」
を
「
、
消
費
税
、
地

方
消
費
税
、
個
人
事
業
税
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
認
可
を
」
を
「
認
可
等
を
」
に
改
め

る
。第

六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
資
格
の
有
効
期
間
）

第
六
条

資
格
者
の
資
格
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
決
定
を
受
け

た
資
格
者
の
資
格
の
有
効
期
間
は
、
物
品
供
給
業
者
等
登
録
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
日
か
ら
平
成
十

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

別
表
を
削
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ
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２

競争入札参加資格審査申請書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

申請者

所在地又は住所　〒

商号又は名称
ふ り が な

代 表 者 氏 名
ふ り が な

w

電　話　番　号

秋田県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び改造並びに県が行う物品（生産物及び差押えに係るものを

除く。）の売払いに係る競争入札に参加する資格の審査を申請します。

なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項については、事実に相違ないことを誓約します。

申請区分　　新　規　・　更　新

様式第１号　競争入札参加資格審査申請書（第２条関係）

（Ａ４判）

決
　
定
　
事
　
項

主たる営業種目 整　理　番　号

問　　　い　　　合　　　わ　　　せ　　　先

所 在 地 又 は 住 所

営 業 所 名 等

氏 　 　 　 　 名

電 話 番 号 （ ）
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３

様式第２号　資格審査調書（第３条関係）

（Ａ４判）

資　格　審　査　調　書

商号又は名称
ふ り が な

代表者職氏名
ふ り が な 電 話 番 号　　　　　（ ）

ＦＡＸ番号　　　　　（ ）

住　　　　所
〒

営 業 区 分

営 業 所 等

営 業 種 目

別に定める

分類表を参

照　　　■

主 た る 営 業 種 目 の

番号（１つだけ記入）

主 　 た 　 る

営 業 種 目 名

営 業 種 目 補 足 説 明

従たる営業種目の番号と種目名（県と取引を優先したいものを４つまで記載してください。）

番　　　号

営 業 種 目

取 扱 品 目

自　己

資本金

区　　　　　分
直　前　決　算　時

（千円）

剰余（欠損）金処分

（千円）

計

（千円）

払 　 込 　 資 　 本 　 金

準 備 金 ・ 積 立 金

次期繰越利益（欠損）金

計

従　業

員　数

技術関係職員

（人） （人） （人） （人）

事務関係職員 その他の職員 計 左のうち常時雇用職員

左 の う ち
障　害　者
雇 用 職 員

法 定 費 用

そ　の　他

（人）

（人）

（人）

流　動

比　率

営　業

年　数

製　造

又　は

販売の

金　額

流動資産の額（Ａ）

（千円）

流動負債の額（Ｂ）

（千円）

流　　動　　比　　率

｛（Ａ）÷（Ｂ）｝×100

％

創　　業　　年

年

転廃業（休業）

年 月から

年 月まで

通　　　算　　　営　　　業　　　年　　　数

①

20年以上

②

15年以上

20年未満

③

10年以上

15年未満

④

５年以上

10年未満

⑤

５年未満

直前２年の事業年度（１）

■自　　　　年　　　　月■

■至　　　　年　　　　月■

（千円）

直前１年の事業年度（２）

■自　　　　年　　　　月■

■至　　　　年　　　　月■

（千円）

年　間　平　均　実　績　高

｛（１）＋（２）｝／２

（千円）

■事業を継続している期間が２事業■
■年度未満の場合は（２）のみ記載■

１　製造業　　　　２　卸売業　　　　３　サービス業　　　　４　小売業　　　　５　その他

１　有　　　　２　無 営 業 所 等 に 対 す る 委 任 状 １　有　　　　２　無

（ ）

（ ）
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附
　
則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
県
が
発
注
す
る
物
品
の
製
造
の
請

負
、
買
入
れ
、
修
繕
及
び
改
造
並
び
に
県
が
行
う
物
品
（
生
産
物
及
び
差
押
え
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
売
払
い
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
の
規
定
に
よ
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
告
示
に

よ
る
改
正
後
の
県
が
発
注
す
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
、
修
繕
及
び
改
造
並
び
に
県
が
行

う
物
品
（
生
産
物
及
び
差
押
え
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
売
払
い
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札

及
び
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
規
定
に
よ
る
資
格
を
有
す
る
者
と
み
な

す
。

４

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


